
施設サービ
ス費

日常生活継
続支援加算

看護体制加
算Ⅰ、Ⅱ

夜勤職員配
置加算Ⅲ

個別機能訓
練加算

所得
段階
区分

食費 居住費 日額合計
月額合計
（３０日分）

施設サービ
ス費

日常生活継
続支援加算

看護体制加
算Ⅰ、Ⅱ

夜勤職員配
置加算Ⅲ

個別機能訓
練加算

所得
段階
区分

食費 居住費 日額合計
月額合計
（３０日分）

第１段階 ３００円 ３２０円 １，２６９円 ３８，０７０円 第１段階 ３００円 　　０円 ９４９円 ２８，４７０円

第２段階 ３９０円 ４２０円 １，４５９円 ４３，７７０円 第２段階 ３９０円 ３７０円 １，４０９円 ４２，２７０円

第３段階
①

６５０円 ８２０円 ２，１１９円 ６３，５７０円
第３段階
①

６５０円 ３７０円 １，６６９円 ５０，０７０円

第３段階
②

１，３６０円 ８２０円 ２，８２９円 ８４，８７０円
第３段階
②

１，３６０円 ３７０円 ２，３７９円 ７１，３７０円

第４段階
以上

１，４４５円 １，１７１円 ３，２１２円 ９６，３６０円
第４段階
以上

１，４４５円 ８５５円 ２，９４９円 ８８，４７０円

第１段階 ３００円 ３２０円 １，３３７円 ４０，１１０円 第１段階 ３００円 　　０円 １，０１７円 ３０，５１０円

第２段階 ３９０円 ４２０円 １，５２７円 ４５，８１０円 第２段階 ３９０円 ３７０円 １，４７７円 ４４，３１０円

第３段階
①

６５０円 ８２０円 ２，１８７円 ６５，６１０円
第３段階
①

６５０円 ３７０円 １，７３７円 ５２，１１０円

第３段階
②

１，３６０円 ８２０円 ２，８９７円 ８６，９１０円
第３段階
②

１，３６０円 ３７０円 ２，４４７円 ７３，４１０円

第４段階
以上

１，４４５円 １，１７１円 ３，３３３円 ９９，９９０円
第４段階
以上

１，４４５円 ８５５円 ３，０１７円 ９０，５１０円

第１段階 ３００円 ３２０円 １，４０８円 ４２，２４０円 第１段階 ３００円 　　０円 １，０８８円 ３２，６４０円

第２段階 ３９０円 ４２０円 １，５９８円 ４７，９４０円 第２段階 ３９０円 ３７０円 １，５４７円 ４６，４１０円

第３段階
①

６５０円 ８２０円 ２，２５８円 ６７，７４０円
第３段階
①

６５０円 ３７０円 １，８０８円 ５４，２４０円

第３段階
②

１，３６０円 ８２０円 ２，９６８円 ８９，０４０円 第３段階② １，３６０円 ３７０円 ２，５１８円 ７５，５４０円

第４段階
以上

１，４４５円 １，１７１円 ３，４０４円 １０２，１２０円
第４段階
以上

１，４４５円 ８５５円 ３，０８８円 ９２，６４０円

第１段階 ３００円 ３２０円 １，４７６円 ４４，２８０円 第１段階 ３００円 　　０円 １，１５６円 ３４，６８０円

第２段階 ３９０円 ４２０円 １，６６６円 ４９，９８０円 第２段階 ３９０円 ３７０円 １，６１５円 ４８，４５０円

第３段階
①

６５０円 ８２０円 ２，３２６円 ６９，７８０円
第３段階
①

６５０円 ３７０円 1,８７６円 ５６，２８０円

第３段階
②

１，３６０円 ８２０円 ３，０３６円 ９１，０８０円
第３段階
②

１，３６０円 ３７０円 ２，５８６円 ７７，５８０円

第４段階
以上

１，４４５円 １，１７１円 ３，４７２円 １０４，１６０円
第４段階
以上

１，４４５円 ８５５円 ３，１５６円 ９４，６８０円

第１段階 ３００円 ３２０円 １，５４３円 ４６，２９０円 第１段階 ３００円 　　０円 １，２２３円 ３６，６９０円

第２段階 ３９０円 ４２０円 １，７３３円 ５１，９９０円 第２段階 ３９０円 ３７０円 １，６８３円 ５０，４９０円

第３段階 ６５０円 ８２０円 ２，３９３円 ７１，７９０円
第３段階
①

６５０円 ３７０円 １，９４３円 ５８，２９０円

第３段階
②

１，３６０円 ８２０円 ３，１０３円 ９３，０９０円 第３段階② １，３６０円 ３７０円 ２，６５３円 ７９，５９０円

第４段階
以上

１，４４５円 １，１７１円 ３，５３９円 １０６，１７０円
第４段階
以上

１，４４５円 ８５５円 ３，２２３円 ９６，６９０円

※１　所得段階区分とは、介護保険料における区分のことです。
※２　若年性認知症の方に対して個別の担当者を定めてサービス提供を行った場合には、１日１２０円加算されます。 ※９　事故の発生または再発を防止するため、外部の研修を受けた担当者を配置し、施設内に安全対策部門を設置して、組織的に
※３　病院又は診療所への入院を要した場合及び居宅において外泊した場合は、１ヶ月に６日を限度として１日につき２４６円と一覧表中に 　　　安全対策を実施する体制を整備しているため、安全対策体制加算として、入所初日に限り２０円加算されます。
　　　示した居住費をいただきます。 ※10　LIFEを用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取り
※４　入所した日から起算して３０日以内の期間については、３０円加算されます。３０日を超える病院又は診療所への入院後に再び入所 　　　　組みを実施しているため、科学的介護推進体制加算Ⅱとして、1ヶ月につき￥５０加算されます。また、個別機能訓練計画の
　　　した場合も同様です。 　　　　内容等の情報を厚生労働省に提出し、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した
※５　経管により食事を摂取している方に経口移行計画を作成し、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合には、 　　　　場合は、個別機能訓練加算Ⅱとして、1ヶ月につき￥２０加算されます。
　　　計画作成日から１８０日以内の期間に限り、１日につき２８円加算されます。１８０日を超えた場合でも、継続して経口による食事の ※11　当施設は、国の基準に基づき介護職員等の賃金の改善等を実施しているため、施設サービス費及び各加算については、
　　　摂取を進めるための栄養管理が必要とされる方に対しては、引き続き加算されます。 　　　月ごとに介護職員処遇改善加算として８．３％、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰとして２．７％、介護職員等ベースアップ等が
※６　摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方に経口維持計画を作成し、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を 　　　加算されます（上記料金には含まれておりません）。
　　　行った場合には、計画作成日の属する月から6ヶ月以内の期間に限り、1ヶ月につき４００円加算されます。さらに、医師、歯科医師、 《利用料金の負担軽減について》　
　　　歯科衛生士、言語聴覚士が観察及び会議に加わった場合は1ヶ月につき１００円加算されます。6ヶ月を超えた場合でも、継続して 　①所得段階区分に応じて食費および居住費に上限額が設けられます（一覧表の通り）。
　　　誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされる方に対しては、引き続き加算されます。　　 　②所得が低く、かつ一定要件を満たす方には社会福祉法人の実施する減額制度が適用になります。
※７　医師の発行する食事せんに基づき、糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、脂質異常症食、痛風食、及び特別な場合の検査食の 　③施設サービス費等保険給付の対象となる費用は高額介護サービス費の対象となります。
　　　提供を行った場合は１日3食を限度として1食につき６円加算されます。 　④料金の一部については医療費控除の対象とすることができます。
※８　施設において看取り介護を行った場合、看取り介護加算Ⅰとして、1日につき、死亡以前３１日以上４５日以下については７２円 　以上はすべて申請が必要となります。
　　　死亡日以前４日以上３０日以下については１日につき１４４円、死亡日の前日及び前々日については１日につき６８０円
　　　死亡日については１日につき１，２８０円加算されます。

要
介
護
２

６４１円 ３６円 １２円

要
介
護
２

６４１円

要
介
護
１

５７３円

特別養護老人ホーム北原荘　基本利用料金一覧表　「１割負担」　（令和４年１０月１日現在）
《従来型個室》 《多床室》

要
介
護
１

５７３円 ３６円 １２円 １６円 １２円 ３６円 １２円 １６円 １２円

要
介
護
３

７１２円 ３６円 １２円 １６円

３６円 １２円 １６円 １２円

１６円

１６円 １２円

１２円

要
介
護
４

７８０円 ３６円 １２円 １６円 １２円

要
介
護
４

７８０円

１２円

要
介
護
３

７１２円 ３６円 １２円

要
介
護
５

８４７円 ３６円 １２円 １６円

３６円 １２円 １６円 １２円

１２円１２円

要
介
護
５

８４７円 ３６円 １２円 １６円


